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ここからおはがしください。

第103期　第2四半期株主通信
平成２4年２月１日～平成２4年7月31日

■株主メモ

証 券 コ ード 9681

事 業 年 度 2月1日から翌年1月31日まで

定時株主総会 4月

基 準 日

定時株主総会・期末配当・株主ご優待　1月31日
中間配当　　　　　　　　　　　 　7月31日
その他必要あるときは、予め公告して臨時に基準
日を定めます。

株主名簿管理人
および特別口座
の口座管理機関

東京都千代田区丸の内1丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先 〒168-0063　東京都杉並区和泉2丁目8番4号三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

電 話 照 会 先 0120-782-031（ フリーダイヤル）

ホームページアドレス
http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店お
よび全国各支店で行っております。

公 告 の 方 法

電子公告により行います。
ただし、事故その他やむをえない事由によって電
子公告によることができない場合は、日本経済新
聞に掲載する方法により行います。

〒168-0063　東京都杉並区和泉2丁目８番４号
電話　０１２０－７８２－０３１（フリーダイヤル）

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
株主名簿管理人 事務取扱所



■株主の皆様へ ■第103期  第2四半期の連結業績
　（平成24年2月1日～平成24年7月31日）

　当第2四半期連結累計期間において、昨年度は東日本大震災の
影響やそれに伴う節電に起因するプロ野球やコンサートイベントの
延期やキャンセルがありましたが、本年度は予定通り順調に開催されて
おり、売上高は393億6千2百万円(前年同四半期比16.5%増)と
なりました。
　以上の結果、営業利益は49億4千7百万円(前年同四半期比
267.3％増)、経常利益は37億8千9百万円(前年同四半期比36億
8千5百万円の増益)、四半期純利益は30億2百万円(前年同四半期比
57億3千3百万円の増益）となりました。
　詳細につきましては、当社ウェブサイトのIR情報に掲載の「平成
25年1月期第2四半期決算短信」をご覧ください。
（http://www.tokyo-dome.jp/ir/ir_lib.html）

（1）連結経営成績（累計）

第103期
第2四半期
第102期
第2四半期

売上高

百万円 %

33,780 △15.3

百万円 %

1,346 △68.3

百万円 %

103 △95.8

百万円 %

△2,730 ー

営業利益 経常利益 四半期純利益

（2）連結財政状態

第103期
第2四半期

第102期

総資産

百万円

297,848

百万円

52,427

％

17.6

円 銭

275.10

39,362 16.5 4,947 267.3 3,789 ー 3,002 ー

298,634 55,890 18.7 293.16

純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　当社第103期第2四半期株主通信（平成24年2月1日から平成24
年7月31日まで）をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。
　当第2四半期のわが国経済は、復旧・復興需要などによる緩やかな
持ち直しの動きが見られたものの、欧州債務危機の長期化や新興国
経済の減速など世界景気のさらなる下振れリスク、夏場の電力供給に
対する懸念などにより、不透明な状況で推移いたしました。レジャー
サービス業におきましては、消費者の節約志向の影響により、依然として
厳しい事業環境が続いております。
　こうした環境のもと、当社グループは、平成23年2月から取り組んで
おります中期経営計画「起動」の2年目を迎え、当計画の経営目標の
達成と経営課題の解決に向けて、全社一丸となって邁進しております。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご指導とお力添えを
賜りますようお願い申し上げます。

平成24年9月

代表取締役相談役　林　　有厚
代表取締役社長　　久代　信次

単元未満株式をご所有の株主様へのご案内

当社株式の証券市場での取引は1単元＝1,000株となっているため、単元未満
株式を市場で売買することはできません。そこで、単元未満株式をご所有の株主様
におかれましては、「単元未満株式買取請求制度」または「単元未満株式買増請求
制度」を選択してご利用いただけます。
１．  単元未満株式買取請求制度とは…
単元未満株式をご所有の株主様が、当社に対してその単元未満株式の買取を
ご請求いただける制度です。

２．  単元未満株式買増請求制度とは…
単元未満株式をご所有の株主様が、その単元未満株式を単元株式にまとめる
ために、当社に対して単元株式に不足する数の株式の買増をご請求いただ
ける制度です。

３．  お手続きの方法
  ①証券会社の口座に記録されている単元未満株式
お取引口座のある証券会社（口座管理機関）にお問い合わせください。

  ②特別口座に記録されている単元未満株式
特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行までお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社  証券代行部　（フリーダイヤル）0120ー782ー031


